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被
災
宅
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危
険
度
判
定

　

被
災
宅
地
危
険
度
判
定
と
は
、

大
規
模
な
地
震
や
大
雨
な
ど
に
よ

り
、
宅
地
が
大
規
模
で
広
範
囲
に

被
災
を
受
け
た
場
合
に
、
宅
地
の

被
害
状
況
を
迅
速
か
つ
的
確
に
把

握
し
た
う
え
で
危
険
度
を
判
定
し
、

住
民
の
皆
様
に
情
報
提
供
を
行
う

こ
と
で
、
二
次
災
害
の
軽
減
・
防

止
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

熊
本
地
震
で
は
、
約
１
９
，０

０
０
件
の
判
定
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

被
災
宅
地
危
険
度
判
定
の
結
果

は
、
上
記
左
の
3
種
類
の
判
定
ス

テ
ッ
カ
ー
を
見
え
や
す
い
場
所
に

表
示
し
、
当
該
宅
地
の
使
用
者
・

居
住
者
だ
け
で
な
く
、
宅
地
の
付

近
を
通
行
す
る
歩
行
者
に
対
し
て

も
安
全
で
あ
る
か
否
か
を
識
別
で

き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
判
定
ス

テ
ッ
カ
ー
に
は
、
判
定
結
果
に
基

づ
く
対
処
方
法
に
つ
い
て
の
簡
単

な
説
明
や
二
次
災
害
防
止
の
た
め

の
処
置
に
つ
い
て
も
明
示
し
ま
す
。

ま
た
、
判
定
結
果
に
つ
い
て
の
問

い
合
わ
せ
先
も
ス
テ
ッ
カ
ー
に
表

示
し
て
い
ま
す
。

　

目
的
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
判

定
の
た
め
の
調
査
の
際
に
は
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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わ
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高
知
家
健
康
づ
く
り
支
援
薬

局
に
つ
い
て　

　

平
成
26
年
度
か
ら
地
域
の
薬
局

を
、
薬
や
健
康
に
関
す
る
相
談
が

で
き
る
場
所
と
し
て
「
高
知
家
健

康
づ
く
り
支
援
薬
局
」
と
し
て
県

が
認
定
す
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
高
知
家
健
康
づ
く
り
支

援
薬
局
は
、
高
知
家
健
康
パ
ス

ポ
ー
ト
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
県
内
で
は
１
７
０
以
上
認

定
さ
れ
て
お
り
、
町
内
で
は
次
の

薬
局
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
か
た
お
か
薬
局

・
花
り
ん
薬
局

・
ブ
ル
ー
ク
ロ
ス
え
だ
が
わ
薬
局

・
ブ
ル
ー
ク
ロ
ス
天
神
薬
局

・
ベ
ル
薬
局

・
松
田
薬
局

　

血
圧
の
こ
と
、
が
ん
検
診
の
こ

と
、
薬
の
飲
み
合
わ
せ
な
ど
、
気

軽
に
薬
局
に
立
ち
寄
っ
て
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）
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１
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ら
せ

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
は

人
権
週
間
で
す

　
「
世
界
人
権
宣
言
」は
、
基
本
的

人
権
及
び
自
由
を
尊
重
し
確
保
す

る
た
め
に
、
世
界
の
す
べ
て
の

人
々
と
国
々
と
が
達
成
す
べ
き
共

通
の
基
準
と
し
て
、
昭
和
23
年
12

月
10
日
の
第
３
回
国
際
連
合
総
会

に
お
い
て
採
択
さ
れ
、
こ
れ
を
記

念
し
、
国
際
連
合
は
12
月
10
日
を

「
人
権
デ
ー
」
と
定
め
、
加
盟
国

に
対
し
、
人
権
擁
護
活
動
を
推
進

す
る
た
め
の
各
種
行
事
を
実
施
す

る
よ
う
要
請
し
て
い
ま
す
。

　

総
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
は
、
関
係
機
関
な
ど
の

協
力
を
得
て
、「
人
権
デ
ー
」を
最

終
日
と
す
る
１
週
間
を
「
人
権
週

間
」
と
定
め
、
世
界
人
権
宣
言
の

意
義
を
訴
え
る
と
と
も
に
人
権
尊

重
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
て
い

ま
す
。

　

高
知
地
方
法
務
局
及
び
高
知
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
に
お
い
て

も
、
人
権
週
間
行
事
と
し
て
相
談

無
料
の
「
特
設
人
権
相
談
所
」
を

開
設
し
、
Ｄ
Ｖ
、
セ
ク
ハ
ラ
、
ス

ト
ー
カ
ー
な
ど
の
女
性
に
関
す
る

人
権
問
題
や
、
児
童
虐
待
、
い
じ

め
、
体
罰
な
ど
子
ど
も
に
関
す
る

人
権
問
題
、
高
齢
者
や
障
害
者
に

対
す
る
差
別
や
虐
待
、
そ
の
他
く

ら
し
の
悩
み
ご
と
な
ど
、
人
権
に

関
す
る
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

▼
特
設
人
権
相
談
所

　

す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野

　

小
会
議
室

▼
日
時

　

12
月
５
日（
月
）
10
時
～
15
時

■
問
い
合
わ
せ

　

高
知
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
８
２
２-

３
５
０
３

　

町
人
権
擁
護
委
員

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
８
９
３-

３
８
１
０

人権擁護委員無料相談のご案内
地区 今月の相談日 相談時間 開　催　場　所

伊野 12月21日㈬ 13：30～16：30 すこやかセンター伊野
１階　小会議室

法務局相談窓口・問い合わせ
（祝休日を除く月～金曜日　受付 8：30～17：00）

高知地方法務局人権擁護課 ☎ 822－3503

人権擁護委員の連絡先
氏　名 住　　所 電話番号

杉本　寛子  いの町6466－5 ☎ 892－2513
井上　　晃  　〃　加田599 ☎ 892－1154
藤木　栄子  　〃　天王南9丁目12－2 ☎ 891－6684
金子　　覺  　〃　枝川826－1 ☎ 893－2135
坂本　美加  　〃　波川2128－3 ☎ 892－4899
髙橋美智子  　〃　上八川甲1920 ☎ 867－2426
山本　周児  　〃　戸中81－5 ☎ 873－5422

調査済宅地
この宅地の被災程度は
小さいと考えられます。

（青）

要注意宅地
この宅地に入る場合は
十分に注意してください。

（黄）

危険宅地
この宅地に入ることは

危険です。

（赤）


